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近年の海岸域の利用ニーズの多様化や、自然環境保護への関心の高まりを受け、平

成 11 年に海岸法が改正された。改正海岸法においては、防護に加えて環境・利用が

法目的に加わったことや、広域的・総合的な観点からの海岸保全を推進することが提

唱されており、下新川海岸を含む富山湾沿岸(新潟県鳥ヶ首岬～富山県・石川県境)にお

いても「富山県海岸保全基本計画」が平成 15 年に策定された。このなかで下新川海

岸（新潟県境～魚津市境）の整備方針も示されている。

下新川海岸は、全国でも侵食が特に顕著な海岸のひとつであることから昭和 33 年

に国の直轄する海岸として指定され、離岸堤を始めとする侵食・高潮対策を継続的な

調査・解析に基づいて実施し、海岸背後地の防護水準を向上させてきた。近年では整

備が難しいとされる生地地先等の海底勾配が急峻な地先の保全対策について技術的委

員会（下新川海岸保全検討委員会）の助言を受け、整備を進めているところである。

本委員会は、災害に強いだけではなく、地域にも愛される下新川海岸の創出のため、

下新川海岸の直轄管理区域を対象とした海岸保全施設の具体的な整備計画および富山

県管理海岸区域も含めた下新川海岸の総合的な土砂管理方針を地域の参画を得て提言

としてとりまとめるものである。3


